
 

山形市国民健康保険運営協議会会議録 
 

１． 会議の名称 令和４年度第１回山形市国民健康保険運営協議会 

 

 ２．開催の日時及び場所 

① 日時：令和４年９月８日（木）午後３時００分から 

② 場所：山形市役所１０階 委員会開催室 

 

３．協議 

（１）会長、会長職務代行者の選出 

 

 ４．報告 

  （１）新型コロナウイルス感染症の影響による傷病手当金・国民健康保険税減免の申請状況等に 

ついて 

  （２）令和３年度国民健康保険事業会計決算見込みについて 

 （３）令和３年度特定健康診査、特定保健指導の実施状況について 

 （４）その他 

   

５．出席者    委 員  第１号委員 櫻井委員、冨樫委員、横尾委員、武田委員 

             第２号委員 山口委員、林委員、池野委員 

             第３号委員 阿曽委員、高橋委員、石澤委員、西岡委員 

             第４号委員 佐藤委員、山田委員 

        事 務 局 山口部長、佐藤課長、矢田目総括主幹、尾形補佐（兼）係長、斉藤係長、村田

主幹（成人保健担当 健康増進課）、山口主幹、長谷川主査、石山主事 

（欠 席 者 佐谷委員） 

 

６．傍聴者の数    傍聴者 なし 

７．資料の名称  ・次第、委員名簿、事務局及び出席職員名簿、報告 

８．審議経過 

 

 



山形市国民健康保険運営協議会会議録 

 

開  会  午後３時 

市長あいさつ 

委員紹介・事務局職員紹介 

（会長不在のため、会長、会長職務代行者の選出まで事務局が議事進行） 

事 務 局   それでは、４協議「（１）会長、会長職務代行者の選出」でございます。お手元の委員名

簿をご覧ください。国民健康保険法施行令第５条で、会長、会長職務代行者は、第３号

の公益を代表する委員の中から選出する旨規定されております。まず、選出方法につい

てお諮りいたしますが、委員の方からの指名推薦とさせていただきたいと考えておりま

すが、よろしいでしょうか。 

（異議なし） 

事 務 局   それでは、委員の皆様、ご提案があればお願いいたします。 

委   員  （阿曽委員）規定により、会長並びに会長職務代行者は第３号の公益を代表する委員から

ということですので、会長に、石澤秀夫委員、会長職務代行者に高橋公夫委員を推薦い

たします。 

事 務 局   ただいま、会長に、石澤秀夫委員、会長職務代行者に高橋公夫委員との推薦がありまし

た。委員の皆様いかがでしょうか。 

（多くの委員より、賛成の声あり） 

事 務 局  ご異議がないようですので、会長に、石澤秀夫委員、会長職務代行者に高橋公夫委員が選

出されましたことを確認させていただきます。 

       ここで会長、会長職務代行者に選出されましたお二人よりご挨拶を頂戴したいと存じます。 

（石澤秀夫会長、高橋公夫会長職務代行者よりあいさつ） 

（これより、規則第３条の規定により石澤会長が議長となる） 

会議録署名委員の指名 

  議長より、櫻井委員、山口委員を指名 （規則第７条の規定により２名を指名） 

議   長  次第「５報告」について「（１）新型コロナウイルス感染症の影響による傷病手当金・国民

健康保険税減免の申請状況等について」事務局からの説明を求めます。 

事 務 局  （佐藤課長）資料に基づき説明 

議   長  ただいまの説明について、質問などありましたら発言をお願いします。 

 



委   員  （横尾委員）新型コロナウイルス感染症の影響による減免について、要件が満たされずに 

棄却となった方というのは、色々なことを聞いた上で申請を行っていると思うが、そう 

して準備したにも関わらず棄却となってがっかりされると思う。申請について事前に相 

談する窓口は準備してあるのでしょうか。 

事 務 局  国民健康保険課の窓口において、申請の受付も行いますし、相談にも対応しております。 

ただ、説明を行って申請いただいても、計算をすると減少率が１０分の３に満たないケー

スが見受けられます。相談しながら申請をいただいている状況ではありますが、要件につ

いて周知方法を検討したいと思っております。 

委   員  （横尾委員）棄却された方が再度申請を行うことはあるのでしょうか。 

事 務 局  現在のところ、そうしたケースはありませんでした。 

議   長  その他委員の皆様から質問はありませんか。 

（一同、特になし） 

議   長  ないようですので、次に「（２）令和３年度国民健康保険事業会計決算見込みについて」 

事務局からの説明を求めます。 

事 務 局  （佐藤課長）資料に基づき説明 

議   長  ただいまの説明について、質問などありましたら発言をお願いします。 

委   員  （佐藤委員）国保の加入者は毎年減少しており、それが現年分保険税の前年比に現れてい

ると捉えてよいと思います。加入者が減り、税収が減っている一方、歳出の療養給付費は

８億３千万円ほど増えている。これは令和２年度の新型コロナウイルス感染症による受診

控えの反動で医療機関にかかる人が増えたためという説明でしたが、例えば医科、歯科、

調剤の中でどの部分が増えたか、入院、外来でどの部分が増えたか、疾病ごとにどの部分

が増えたかなど、もう少し医療費を分析して、市民への発信や事業計画等にぜひ結びつけ

ていただきたい。 

事 務 局  全国的な状況について、概要を説明させていただきます。令和３年度は、新型コロナウイ

ルスにかかる検査の項目が増えております。また、令和２年度に手術を延期していた反動

で、手術や麻酔といった項目が増加している状況です。さらに、新型コロナウイルス関係

の医学管理加算による増もございます。事業計画につきましては、次期データヘルス計画

を策定する際など、そのときの状況やレセプトの状況等を反映させながら、医療費適正化

に努めてまいりたいと思います。 

委   員  （高橋委員）歳出のその他の部分で、返還金、還付金等が前年度から４億円ほど増加して

いる。どういったものが増えているのか説明いただきたい。 



事 務 局  保険給付費の精算による返還金です。実績との差額として生じた過剰分が返還金となりま

す。 

委   員  （高橋委員）令和３年度は給付費が想定よりも少なかったということでしょうか。 

事 務 局  保険給付費の財源となる保険給付費等交付金は、金額に不足がないよう見立て概算交付さ

れるため、見込みの金額と実際の金額とに差が生じているということです。 

議   長  その他委員の皆様から質問はありませんか。 

       （一同、特になし） 

議   長  ないようですので、次に「（３）令和３年度特定健康診査、特定保健指導の実施状況につい

て」事務局からの説明を求めます。 

事 務 局  （佐藤課長）資料に基づき説明 

委   員  （西岡委員）特定健診について、平成２７年から令和３年度までの数値をみると、目標受

診率には到達していないようですが、これは全体の値となっています。高齢者の受診率が

高い傾向にあるため、高齢化している被保険者全体の受診率も向上してくるものと思いま

すが、若年層の受診率は依然として低い傾向にある。特に４０代～５０代に絞った勧奨資

材を分けて送付しているということはあるのでしょうか。 

事 務 局  若年者層の受診率については課題であると捉えています。この世代には、新たに国保に加

入して特定健診の対象となった方（主に４０歳の方と退職された方）を中心に案内してお

り、４０歳になった方については特定健診をご存知でないこともあるため、分かりやすく

理解いただけるような内容としています。現在、国保の被保険者に地区の集団健診の案内

を送付しておりますが、４０歳の方については、どの保険加入者でも何らかの健診を受け

ていただけるよう、資格に関わらず皆さんに案内を送っています。ただ、お仕事をされて

いる、子育てなど家庭も忙しい世代ということ、身体も元気だという方が多いこともあり

健診に関しての優先順位が低くなってしまうのかなと思う。興味を持ってもらえるよう周

知を図っていきたいと思います。 

委   員  （西岡委員）身体は元気でも、実際に健診を受けると数値が悪いこともあるので、ぜひ若

年層の方々に受診していただくと将来的にも良いと思う。 

委   員  （阿曽委員）７０歳代において受診率は６０歳代と比較しで若干下がるようですが、７０

代前半は元気な方も多いが衰え始める年代でもある。健診を受けていない方や医療機関等

をとくに受診していない方について、衰えに関する啓発やフレイル予防に関する啓発は何

か重視していることはあるのでしょうか。 

事 務 局  健診を受診しない理由について話を伺うと、かかりつけ医に一通り診てもらっているから



大丈夫というご意見の方が多くなっている印象があります。勧奨文書をお送りする際には、

医療機関等を受診中でも健診が受けられることを意識してお伝えする内容のものにして

います。健診も医療も受けていない方は一定程度おられると思うので、より関心を深めて

いただけるよう内容を検討しながら受診勧奨を行っていきたいと思います。 

委   員  （冨樫委員）民生委員の活動の中でその年代の方とお話しているときに、健診を受けてい

るか話題にすることがある。先ほどの説明のようにかかりつけ医が診てくれているから受

けていない方や、７０歳まで生きたからあとは良いといったご意見の方も結構おられる印

象でした。 

事 務 局  国民健康保険は７４歳の方までが対象となります。７５歳以上の方は後期高齢者医療保険

の対象となるため保険者は異なりますが、そちらでも健診事業とその周知を行っています。

未受診の方を選出して勧奨することも実施していきたいと考えており、引き続き健診や健

康について関心を持っていただけるよう取り組んでまいりたいと思います。 

議   長  後期高齢者医療においても、特定健診の受診率を上げることは大きな課題となっている。 

       なかなか目が向かない方も多いと思うが、いろいろな手立てが必要であると思います。 

議   長  その他委員の皆様から質問はありませんか。 

       （一同、特になし） 

議   長  ないようですので、次に「（４）その他」について事務局から何かありますでしょうか。 

事 務 局  特にございません。 

議   長  その他委員の皆様からありませんか。 

 （一同、特になし） 

議   長  ないようですのでこれで全ての議事が終了しました。それでは議長の職を降ろさせていた

だきます。ご協力ありがとうございました。 

事 務 局  「６その他」について皆さまから何かありますでしょうか。 

       （一同、特になし） 

（事務局から、次回の運営協議会と村山地区国民健康保険運営協議会連絡会主催の研修会について事務

連絡を行った。） 

 

閉   会  午後４時１５分 


